




（参考）GPIF の中期目標及び中期計画抜粋 

 

〇中期目標 

４．透明性の向上 

加えて、法人が行う年金積立金の管理及び運用透明性をさらに高めるため、保

有する全ての有価証券銘柄名（債券については発行体名）と 当該有価証券の時

価総額を公表すること。 

 

〇中期計画 

４．透明性の向上 

加えて、管理運用法人が行う年金積立金の管理及び運用の透明性をさらに高

めるため、保有する全ての有価証券の銘柄名（債券については発行体名）と 当該

有価証券の時価総額を公表する。これらの情報公開に当たっては、 市場への影

響に留意するものとする。 

 

 



（参考条文：抜粋） 

 
○年金積立金管理運用独立行政法人法 

 
（経営委員会の権限） 

第五条の三 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。 
一 次に掲げる事項の議決 
イ～ト 略 
チ 第二十六条第一項に規定する業務概況書及び同条第二項に規定する書類の作成 
リ～カ 略 

 
第七章 業務の概況等の公表 

第二十六条 管理運用法人は、各事業年度の通則法第三十八条第一項の規定による同項

の財務諸表の提出後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその

構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況

書を作成し、これを公表しなければならない。 
２ 管理運用法人は、厚生労働省令で定める期間ごとに、年金積立金の運用の実績その

他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を作成し、厚生労働省令で定めるところ

により、これを公表しなければならない。 

 
 

○年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 

 
第十八条 法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項

は、次に掲げる事項とする。 
一～四 略 

２ 法第二十六条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。 
３ 法第二十六条第二項の書類は、事業年度終了後四月以内に、インターネットの利用

その他の適切な方法により公表するものとする。 
 
 




